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「労働安全衛生法」、 

「毒物及び劇物取締法及び化学物質排出把握管理促進法」の改正施行に伴う

高圧ガス容器へのラベル貼付等の法令対応について(緊急告知) 

 

拝啓 早春の候 貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当組合に対しまして一方ならぬご指導ご鞭撻を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、表題の法令改正に基づき、令和８年４月１日より指定された産業用高圧ガス/化 

学品を譲渡・提供する場合、①販売者情報を記載した新しいＳＤＳの提供 ②ラベル表示 

の義務化(販売者情報の記載が必要) ③販売事業者/供給先の消費者を含めた化学物質管理 

者の選任が義務化されます。 

 また、高圧ガスの容器ラベルには、上記法令及び JIS Z 7253:2025 により、次の事項を 

記載/表示しなければなりません。 

① 危険有害性を表す絵表示 

② 注意喚起語 

③ 危険有害性情報 

④ 注意書き 

⑤ 高圧ガス/化学品の名称 

⑥ 供給者を特定する情報 → (販売事業者に関係する事項です) 

⑦ その他国内法令によって表示が求められる事項 

 国内の高圧ガスの流通においては、製造事業所/充てん事業者はかなり集約されている 

ことから、次頁の事例１、事例２の様式に準じたラベルが貼付されると思われますので、 

販売事業所各位におかれましては、上記「⑥供給者を特定する情報」を記載したラベル 

(事例２)での対応をお願い申し上げます。 

 なお、製造事業所/充てん事業者のラベルにつきましては、ラベル仕様の差異があると 

思われますので、自社の供給元と協議の上、販売事業者用シールの作成をお願い申し上げ 

ます。ご不明な点がございましたら、組合事務局までご連絡をお願い申し上げます。 

敬具 

大高協発７－３０号 



「製造者」とは以下の「充塡事業者（製造者）」、「販売者」は以下の「供給者 C」に該

当します。 

 充塡事業者（製造者） ⇒ 供給者 A ⇒ 供給者 B ⇒ 供給者 C※ ⇒ 供給先（使用者） 

 ※供給者 C ＝販売者：供給先（使用者）への販売窓口 

 

＜肩ラベル 充塡ラベル 記載/表示事例＞ 

◆容器ラベル例 １   

 

◆容器ラベル例 ２   

 

 (一般社団法人日本産業・医療ガス協会様の HP 情報を転載しており 

 

※ 販売者情報：供給者 Cをあらかじめラベル情報として印刷する場合 

※ 販売者情報：供給者 Cの情報のみラベルとして印刷の上、都度貼付する場合 

(文字は判読できる大きさ、ラベルの寸法は任意) 

※ 販売者情報：供給者 Cをあらかじめラベル情報として一緒に印刷する場合 

一般社団法人日本産業・医療ガス協会様のホームページ情報を転載しております 

掲載元 URL https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1662  

(参考資料) 


